遺産分割協議書

被相続人●●●●（令和７年１月１日死亡、本籍地愛知県名古屋市●●区●●番地●）の共同相続人である長男●●●●及び長女▲▲▲▲の２名は、本日、遺産分割協議を行い次のとおり合意した。
第１　相続人●●●●は次の遺産を取得する。
１　土地
　　所　　在　　　名古屋市●●区●●
　　地　　番　　　１１１１番２
　　地　　目　　　宅地
　　地　　積　　　３６０．１１㎡　
２　土地
　　所　　在　　　名古屋市●●区●●
　　地　　番　　　２２２２番３
　　地　　目　　　山林
　　地　　積　　　４５２㎡　
３　建物
　　所　　在　　　名古屋市●●区●●番地
　　家屋番号　　　１１１１番２の１
　　種　　類　　　居宅
　　構　　造　　　木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建
　　床 面 積　　　１１１．１１㎡
４　建物
　　所　　在　　　名古屋市●●区●●番地
　　家屋番号　　　１１１１番２の２
　　種　　類　　　居宅車庫
　　構　　造　　　木造瓦葺２階建
　　床 面 積　　　１階　　４０．２０㎡
　　　　　　　　  ２階　　４０．２０㎡
５　預貯金
　下記（１）から（４）の口座の預金のうち２分の１
　（１）　三井住友銀行A支店　定期預金　口座番号●●●●●●
　（２）　三井住友銀行A支店　普通預金　口座番号●●●●●●
　（３）　●●農業協同組合C支店　定期預金　口座番号●●●●●●
　（４）　●●農業協同組合C支店　普通預金　口座番号●●●●●●
６　建物共済
　次の建物共済については、名義を相続人●●●●に変更する。ただし、解約を余儀なくされた場合には、解約返戻金の全額を相続人●●●●が取得する。
　　●●農業協同組合C支店　建物更生共済　契約番号●●●●
　　●●農業協同組合C支店　火災共済　　　契約番号●●●●

第２　相続人▲▲▲▲は次の遺産を取得する。
１　預貯金
　上記第１の５（１）から（４）の口座の預金のうち２分の１
２　出資金
　次の出資金については、名義を相続人▲▲▲▲に変更する。ただし、解約を余儀なくされた場合には、その全額を相続人▲▲▲▲が取得する。
　　●●農業協同組合C支店　出資金　100口　100,000円
以上の遺産分割協議の合意を証するため、本書２通を作成し、各相続人が署名押印のうえ、各自１通を所持するものとする。
令和　　　年　　　月　　　日


【相続人●●●●の署名押印】
住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実印
【相続人▲▲▲▲の署名押印】
住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実印
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